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開会 午後 １時３０分 

 

○議長（増田剛士君） 本日ここに令和２年第３回吉田町議会臨時会が招集されました。議員

各位には御出席をいただき、ありがとうございます。 

  本臨時会に提出される諸議案につきましては、後刻、町長から説明がありますが、議員各

位におかれましては円滑に議事を進められ、適正、妥当な議決に達せられますよう、最後ま

で慎重なる御審議をお願いいたします。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎町長挨拶 

○議長（増田剛士君） 開会に当たり、町長から御挨拶をお願いします。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 議員の皆様には午前中に続いて午後も貴重な時間を割いて御審議等願

うわけでございますけれども、どうぞよろしくお願いします。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎開会の宣告 

○議長（増田剛士君） ありがとうございました。 

  ただいまの出席議員数は 13 名であります。 

  ただいまから令和２年第３回吉田町議会臨時会を開会いたします。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（増田剛士君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

  なお、本臨時会へ説明員として委任または嘱託され、出席する者の職、氏名を一覧表とし

てお手元に配付しておきましたので、御了承願います。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（増田剛士君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第 120 条の規定により、５番、平野 積君、６番、山口一博

君を指名いたします。 
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────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（増田剛士君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 異議なしと認めます。 

  本臨時会の会期は、本日１日限りとすることに決定いたしました。 

  なお、会議予定につきましては、お手元に配付の会期及び審議予定表のとおりであります

ので、御了承願います。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３１号～議案第３６号の一括上程、説明 

○議長（増田剛士君） 続いて、会議規則第 35 条の規定により、日程第３、第 31 号議案から

日程第８、第 36 号議案までの６議案を一括議題といたします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 令和２年第３回吉田町議会臨時会に上程いたします議案の概要につき

まして、御説明申し上げます。 

  今回、上程いたします議案は、専決処分事項の承認について５件、補正予算について１件

の合計６件でございます。 

  それでは、各議案の概要につきまして御説明申し上げます。 

  第 31 号議案は、専決処分事項の承認を求めることについて（吉田町国民健康保険条例の

一部を改正する条例）でございます。 

  本議案は、国から新型コロナウイルス感染症に感染するなどした吉田町国民健康保険加入

の被用者に対し、傷病手当金の支給について検討するよう依頼があり、その依頼に呼応し早

急に支給手続を定める必要が生じましたことに伴いまして、本年４月 30 日に、地方自治法

第 179 条第１項の規定により専決処分をしましたので、同法同条第３項の規定により御報告

させていただき、御承認をお願いするものでございます。 

  主な改正点としましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手

当金の対象者、金額を定めることなどの所要の改正を行うものでございます。 

  第 32 号議案は、専決処分事項の承認を求めることについて（吉田町後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例）でございます。 

  本議案は、第 31 号議案と同様に、国から当町の加入する静岡県後期高齢者医療広域連合

に新型コロナウイルス感染症に感染するなどした後期高齢者医療加入の被用者に対し、傷病

手当金の支給について検討するよう依頼があり、広域連合が支給について決定したことか

ら、早急に手続を定める必要が生じたことに伴いまして、本年４月 30 日に、地方自治法第
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179 条第１項の規定により専決処分をしましたので、同法同条第３項の規定により御報告さ

せていただき、御承認をお願いするものでございます。 

  主な改正点としましては、町において行う事務として傷病手当金の支給に係る申請書の提

出の受付を定めることなどの所要の改正を行うものでございます。 

  第 33 号議案は、専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度吉田町一般会計

補正予算（第２号）について）でございます。 

  本議案は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、町の休業要請に協力し休業し

た中小企業及び個人事業主に対し、感染防止に係る協力金を支給すること、また、新型コロ

ナウイルスの感染拡大で経営が悪化した中小企業の資金繰りに対応する静岡県の融資制度の

融資枠が拡大されることとなり、県の融資制度に協調した利子補給について、町として迅速

に支援を行う必要があることから、その経費といたしまして令和２年度の吉田町一般会計歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,900 万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ 116

億 9,290 万 4,000 円とする補正予算を本年４月 28 日に地方自治法第 179 条第１項の規定に

より専決処分しましたので、同法同条第３項の規定により御報告させていただき、御承認を

お願いするものでございます。 

  第 34 号議案は、専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度吉田町一般会計

補正予算（第３号）について）でございます。 

  本議案は、本年４月 30 日に、国の令和２年度補正予算（第１号）が成立し、新型コロナ

ウイルス感染症緊急経済対策として特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金が給

付されることとなり、町として迅速に給付を行う必要があることから、その経費といたしま

して令和２年度の吉田町一般会計歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 30 億 2,730 万

3,000 円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ 147 億 2,020 万 7,000 円とする補正予算を本

年４月 30 日に地方自治法第 179 条第１項の規定により専決処分しましたので、同法同条第

３項の規定により御報告させていただき、御承認をお願いするものでございます。 

  第 35 号議案は、専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度吉田町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第１号）について）でございます。 

  本議案は、第 31 号議案に関連し、吉田町国民健康保険加入の被用者に対し、新型コロナ

ウイルス感染症に感染するなどした場合に傷病手当金を迅速に支給できるよう予算措置をす

る必要が生じましたことから、その経費といたしまして、令和２年度の吉田町国民健康保険

事業特別会計歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 138 万円を追加し、歳入歳出の総額を

それぞれ 27 億 2,405 万 2,000 円とする補正予算を本年４月 30 日に地方自治法第 179 条第１

項の規定により専決処分しましたので、同法同条第３項の規定により御報告させていただ

き、御承認をお願いするものでございます。 

  第 36 号議案は、令和２年度吉田町一般会計補正予算（第４号）についてでございます。 

  本議案は、令和２年度の吉田町一般会計歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,294 万

8,000 円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ 147 億 4,315 万 5,000 円とする補正予算をお

認めいただこうとするものでございます。 

  以上が、上程いたします６議案の概要でございます。 

  各議案の詳細につきましては、担当課長から御説明申し上げます。 

  それでは、御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○議長（増田剛士君） 町長からの提案理由の説明が終わりました。 

  続いて、各担当課長から詳細なる説明を順次お願いします。 

  初めに、企画課長お願いします。 

  企画課長、谷澤智秀君。 

〔企画課長 谷澤智秀君登壇〕 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  企画課からは、第 33 号議案第 34 号議案及び第 36 号議案につきまして御説明申し上げま

す。 

  それではまず、第 33 号議案 専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度吉

田町一般会計補正予算（第２号）について）の内容を御説明申し上げます。 

  議案書の８ページ、９ページ、また、別冊となっております令和２年度吉田町一般会計補

正予算（第２号）そして令和２年度吉田町一般会計補正予算（第２号）に関する説明書を御

覧いただきたいと思います。 

  この補正予算（第２号）の内容でございますが、この補正予算は、令和２年４月 28 日に

県の令和２年度４月補正予算が成立し、新型コロナウイルス感染症拡大防止支援交付金の創

設に伴い、休業要請に協力して休業した事業者に対し協力金を支給することとなり、また、

新型コロナウイルスの感染拡大で資金繰りが悪化した中小企業向けの県制度融資の融資枠の

拡充に伴いまして、県制度融資に協調した利子補給を拡充するとともに、迅速に支援を行う

ためにも早急に事業着手する必要が生じましたことから、予算措置したものでございます。 

  補正予算でございますので、本来は議会の議決をいただいて成立させるべきところではご

ざいますが、新型コロナウイルス感染拡大防止及び新型コロナウイルスの感染拡大に対応す

る緊急対策に係る静岡県事業に協調した事業であり、県制度に呼応し、さらに、志太榛原地

域の近隣市町と連携した町の休業要請に関する協力金の対象期間が令和２年４月 29 日から

開始されること及び県融資制度の融資枠拡充の資金が県の補正予算成立日となっておりまし

たことから、迅速に利子補給に関する事業に着手する必要があり、議会を招集するいとまが

ない中での対応をせざるを得ない状況が生じましたので、県の令和２年度４月補正予算が成

立した後、直ちに議案書の９ページにございますとおり、令和２年４月 28 日付をもちまし

て地方自治法第 179 条第１項の規定に基づきまして専決処分を行ったものでございます。 

  それでは、別冊の令和２年度吉田町一般会計補正予算（第２号）の１ページをご覧くださ

い。 

  まず、第１条でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 4,900 万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 116 億 9,290 万 4,000 円とするものでございま

す。 

  また、第２項にございますとおり、款項区分ごとの補正額、補正後の歳入歳出予算額につ

きましては、２ページの第１表、歳入歳出予算補正のとおりとなっております。 

  以上が、今回の補正予算の内容でございますが、引き続きその詳細を別冊の説明書に沿っ

て御説明いたします。 

  令和２年度吉田町一般会計補正予算（第２号）に関する説明書の３ページを御覧くださ

い。 

  初めに、歳入から申し上げます。 
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  15 款県支出金でございます。1,500 万円の増額でございます。 

  これは、２項５目商工費県補助金におきまして、県の令和２年度４月補正予算に伴いまし

て、新型コロナウイルス感染症拡大防止支援交付金 1,500 万円を計上するものでございま

す。補助率は２分の１となっております。 

  続きまして、18 款繰入金でございますが、3,400 万円の増額でございます。 

  これは、２項１目基金繰入金におきまして、今回の補正予算の歳入不足額を補うための繰

入金でございまして、財政調整基金から 3,400 万円を繰入れさせていただくものでございま

す。 

  以上が歳入でございます。 

  続きまして、歳出について御説明申し上げます。 

  ４ページを御覧ください。 

  ７款商工費でございますが、4,900 万円の増額でございます。 

  これは、１項２目商工振興費におきまして、中小企業振興費について、県の令和２年度４

月補正予算において新型コロナウイルスの感染拡大で資金繰りが悪化した中小企業向けの県

制度融資の融資枠が拡充されたことに伴いまして、県制度融資に協調した経済変動対策貸付

資金利子助成金を 1,400 万円増額するとともに、歳入のところで御説明させていただきまし

たが県の新型コロナウイルス感染症拡大防止支援交付金の創設に伴いまして、休業要請に協

力して休業した事業者に対する新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 3,500 万円を計上す

るものでございます。 

  なお、協力金の額等につきましては、町の休業要請対象飲食店、宿泊施設におきましては

30 万円、県の休業要請対象、県の自粛要請事業者につきましては、町上乗せ分 10 万円とな

っております。 

  以上が、第 33 号議案 専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度吉田町一

般会計補正予算（第２号）について）の内容でございます。 

  続きまして、第 34 号議案 専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度吉田

町一般会計補正予算（第３号）について）の内容を御説明申し上げます。 

  議案書の 10 ページと 11 ページ、また、別冊となっております令和２年度吉田町一般会計

補正予算（第３号）、そして令和２年度吉田町一般会計補正予算（第３号）に関する説明書

を御覧ください。 

  この補正予算（第３号）の内容でございますが、この補正予算は、令和２年４月 30 日に

国の令和２年度補正予算（第１号）が成立し、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策とし

て特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金が新たに給付されることとなり、国の

制度趣旨に鑑み、速やかに給付可能となるよう早急に事業着手する必要が生じましたことか

ら、予算措置したものでございます。 

  こちらの予算につきましても、本来は議会の議決をいただいて成立させるべきものではご

ざいますが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る国の事業であり、迅速かつ的確

に家計への支援を行うため、システム改修を初め対象者名簿作成、関係機関との調整など、

給付事務に取りかかる必要がある、議会を招集するいとまがない中での対応をせざるを得な

い状況が生じましたので、国の令和２年度補正予算（第１号）が成立した後、直ちに議案書
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の 11 ページにございますとおり、令和２年４月 30 日付をもちまして地方自治法第 179 条第

１項の規定に基づき専決処分を行ったものでございます。 

  それでは、別冊の令和２年度吉田町一般会計補正予算（第３号）の１ページをご覧くださ

い。 

  まず、第１条でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 30 億 2,730 万

3,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 147 億 2,020 万 7,000 円とする

ものでございます。 

  また、第２項にございますとおり、款項区分ごとの補正額、補正後の歳入歳出予算額につ

きましては、２ページの第１表、歳入歳出予算補正のとおりとなっております。 

  以上が、今回の補正予算の内容でございますが、引き続きその詳細を別冊の説明書に沿っ

て御説明いたします。 

  令和２年度吉田町一般会計補正予算（第３号）に関する説明書の３ページを御覧くださ

い。 

  初めに、歳入でございます。 

  14 国庫支出金でございますが、30 億 2,730 万 3,000 円の増額でございます。 

  その内訳でございますが、まず、２項９目特別定額給付金給付事業費補助金におきまして

は、国の令和２年度補正予算（第１号）に伴いまして、特別定額給付金給付事業費補助金

29 億 8,252 万 3,000 円を計上するものでございます。補助率は国 10 分の 10 でございま

す。 

  また、10 目子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金におきましては、こちらも

国の令和２年度補正予算（第１号）に伴いまして、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

費補助金 4,478 万円を計上するものでございます。こちらも、補助率国 10 分の 10 でござい

ます。 

  以上が歳入でございます。 

  次に、歳出について御説明申し上げます。 

  ４ページを御覧ください。 

  ２款総務費でございますが、29 億 8,252 万 3,000 円の増額でございます。 

  これは、１項１目一般管理費におきまして、国の補正予算に呼応した新型コロナウイルス

感染症緊急経済対策に伴う特別定額給付金１人当たり 10 万円の給付に係る経費を計上する

ものでございます。 

  なお、特別定額給付金の給付に関する経費につきましては、先ほど歳入でも申し上げまし

たが、全額国からの補助金を財源にするものでございます。 

  ５ページを御覧ください。 

  続きまして、３款民生費でございますが、4,478 万円の増額でございます。 

  これは、２項１目児童福祉総務費におきまして、国の補正予算に呼応した新型コロナウイ

ルス感染症緊急経済対策に伴う子育て世帯への臨時特別給付金、児童手当の受給世帯に対

し、児童１人当たり１万円の給付に係る経費を計上するものでございます。 

  なお、子育て世帯への臨時特別給付金の給付に係る経費につきましても、全額国からの補

助金を財源とするものでございます。 
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  以上が第 34 号議案 専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度吉田町一般

会計補正予算（第３号）について）の内容でございます。 

  続きまして、第 36 号議案 令和２年度吉田町一般会計補正予算（第４号）について御説

明申し上げます。 

  別冊の補正予算書、令和２年度吉田町一般会計補正予算（第４号）の１ページを御覧くだ

さい。 

  まず、第１条でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2,294 万 8,000 円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 147 億 4,315 万 5,000 円とするものでご

ざいます。 

  また、第２項にございますとおり、款項区分ごとの補正額、補正後の歳入歳出予算額につ

きましては、２ページの第１表、歳入歳出予算補正のとおり、お認めいただこうとするもの

でございます。 

  以上が、今回の補正予算の内容でございますが、今回の補正予算は、新型コロナウイルス

の感染症対策に係る予算を計上するものでございます。 

  それでは、引き続きその詳細を別冊の説明書に沿って御説明いたします。 

  令和２年度吉田町一般会計補正予算（第４号）に関する説明書の３ページを御覧くださ

い。 

  まず初めに、歳入から御説明いたします。 

  14 款国庫支出金でございますが 244 万 3,000 円の増額でございます。 

  この内訳でございますが、２項２目民生費国庫補助金におきましては、特別支援学校等の

臨時休校に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金 240 万 6,000 円を計上するものでご

ざいます。 

  なお、これは、歳出の３款１項社会福祉費に計上いたしました心身障害者自立支援事業費

に充当するものでございます。 

  次に、３目衛生費国庫補助金におきましては、母子保健衛生費補助金、妊娠出産包括支援

事業を３万 7,000 円増額するものでございます。 

  なお、これは、歳出の４款１項保健衛生費に計上いたしました母子保健衛生費に充当する

ものでございます。補助率は国２分の１となっております。 

  続きまして、15 款県支出金でございますが、358 万 2,000 円の増額でございます。 

  その内訳でございますが、まず３ページから４ページにかけての２項２目民生費県補助金

におきましては、特別支援学校等の臨時休校に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金

292 万 2,000 円を計上するものでございます。 

  なお、こちらは、歳出の３款１項社会福祉費に計上いたしました心身障害者自立支援事業

費に充当するものでございます。なお、こちらにつきましては、３月分につきましては県が

10 分の 10、４月以降分につきましては県が４分の１の補助率となっております。 

  次に、７目消防費県補助金におきましては、地震・津波対策等減災交付金を 66 万円増額

するものでございます。 

  なお、これは歳出の４款１項保健衛生費に計上いたしました感染症予防費に充当するもの

でございます。補助率は県２分の１でございます。 
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  続きまして、18 款繰入金でございますが 1,692 万 3,000 円の増額でございます。これ

は、２項１目基金繰入金におきまして、今回補正予算の歳入不足額を補うための繰入金でご

ざいまして、財政調整基金から 1,692 万 3,000 円を繰入れさせていただくものでございま

す。 

  なお、これによりまして令和２年度末における財政調整基金残高の見込み額は９億 3,223

万 4,000 円となります。 

  以上が歳入でございます。 

  次に、歳出について御説明いたします。 

  ５ページを御覧ください。 

  ３款民生費でございますが 653 万 3,000 円の増額でございます。 

  これは、１項５目心身障害者福祉費におきまして、心身障害者自立支援事業費について新

型コロナウイルス感染症の感染拡大により特別支援学校等の臨時休校に伴い追加的に生じた

経費について計上するもので、特別支援学校等の臨時休校に伴う放課後等デイサービス支援

事業費補助金を 119 万円、デイサービス等給付費を 534 万 3,000 円、それぞれ増額するもの

でございます。 

  続きまして、６ページを御覧ください。 

  衛生費でございますが 140 万円の増額でございます。 

  これは、１項２目予防費におきまして、感染症予防費について新型コロナウイルス感染症

対策として防護服等に係る特定消耗品費を 115 万 9,000 円、また、消毒用の電動噴霧器に係

る医療機器類を 16 万 5,000 円、それぞれ増額するものでございます。 

  次に、５目母子保健衛生費につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として妊婦に

対してマスクを配布するための通信運搬費を７万 6,000 円増額するものでございます。 

  続きまして、７ページをご覧ください。 

  ７款商工費でございますが、1,100 万円の増額でございます。 

  これは、１項２目商工振興費におきまして、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経営状

況が厳しい環境下にある町内の小規模事業者等を支援するために、吉田町商工会が実施する

プレミアム付商品券発行事業に対しまして町から交付する補助金として商工業振興事業費補

助金を 1,100 万円増額するものでございます。 

  続きまして、14 款予備費でございますが 401 万 5,000 円の増額でございます。 

  こちらは、新型コロナウイルス感染症対策に対しまして早急に対応するため予備費を 401

万 5,000 円を充用したことに伴いまして、今後の不測の事態に備えるため、今回、予備費を

増額するものでございます。 

  以上が、第 36 号議案 令和２年度吉田町一般会計補正予算（第４号）についての内容で

ございます。 

  企画課から、第 33 号議案、第 34 号議案及び第 36 号議案の３議案につきましての御説明

をさせていただきました。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（増田剛士君） 続きまして、町民課長お願いします。 

  町民課長、門田君。 

〔町民課長 門田万里子君登壇〕 

○町民課長（門田万里子君） 町民課でございます。 
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  町民課からは、第 31 号議案、第 32 号議案、第 35 号議案の専決処分事項の承認を求める

３件につきまして御説明申し上げます。 

  議案書の１ページ、２ページを御覧いただきたいと存じます。 

  初めに、第 31 号議案 専決処分事項の承認を求めることについて（吉田町国民健康保険

条例の一部を改正する条例）につきまして御説明申し上げます。 

  本議案は、国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策の一つである傷病手当金の

支給について、国民健康保険に加入している労働者が新型コロナウイルス感染症に感染また

は同感染症の疑いがある場合に労務に服することができない期間に対し、傷病手当金を支給

するようにとの国からの要請を受け、対象者が発生した場合には直ちに対応が取れるよう早

急に受付体制を整備しておく必要があったことから、国の補正予算の成立に伴い専決処分を

行う他の案件に合わせ、吉田町国民健康保険条例の一部を改正する条例を地方自治法第 179

条第１項の規定に基づき、令和２年４月 30 日に専決処分をさせていただきましたので、同

条第３項の規定により御報告をさせていただき、合わせて御承認をお願いするものでござい

ます。 

  それでは、議案書の３ページ、４ページと、参考資料ナンバー１の新旧対照表を併せて御

覧いただきたいと存じます。 

  今回の改正内容でございますが、まず、附則の規定を第１項として見出しを付し、次に、

第２項の給与等の支払いを受けている被保険者が感染または感染の疑いがあり労務に服する

ことができない場合に傷病手当金を支給する旨の支給の要件、第３項の傷病手当金額の算出

方法、第４項の支給期間をそれぞれ追加いたしました。 

  また、第５項の給与等を一部でも受け取ることができる場合は、傷病手当金は支給しない

こと、第６項の受け取ることができるはずであった給与等を受け取れなかった場合には、傷

病手当金の全額または一部を支給すること、第７項の前項の規定により傷病手当金を支給し

た場合には、町は支給した額を事業所の事業主から徴収することをそれぞれ追加いたしまし

た。 

  また、附則により、施行期日を交付の日からとし、傷病手当金の支給は令和２年１月１日

から規則で定める日までの間に属する場合に適用することといたしました。 

  以上が吉田町国民健康保険条例の一部を改正する条例の内容でございます。 

  続きまして、議案書の５ページ、６ページを御覧いただきたいと存じます。 

  第 32 号議案 専決処分事項の承認を求めることについて（吉田町後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例）につきまして御説明申し上げます。 

  後期高齢者医療制度におきまして、新型コロナウイルス感染症に感染または同感染症の疑

いがある場合に労務に服することができない期間に対し、傷病手当金を支給することができ

るよう静岡県後期高齢者医療広域連合において、令和２年４月 21 日に条例改正の専決処分

を行ったことを受け、国民健康保険条例の一部改正に合わせ、令和２年４月 30 日に吉田町

後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を地方自治法 179 条第１項の規定に基づ

き専決処分をさせていただきましたので、同条第３項の規定により御報告をさせていただ

き、合わせて御承認をお願いするものでございます。 

  それでは、議案書の７ページと、参考資料ナンバー２の新旧対照表を併せて御覧いただき

たいと存じます。 
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  今回の改正内容でございますが、第 12 条の町において行う事務におきまして、第 10 号を

第 11 号へ繰下げ、第 10 号として、傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を追加し、

附則により、この条例は交付の日から施行することといたしました。 

  以上が吉田町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の内容でございます。 

  続きまして、議案書の 12 ページ、13 ページを御覧いただきたいと存じます。 

  第 35 号議案 専決処分事項の承認を求めることについて（令和２年度吉田町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第１号））につきまして御説明申し上げます。 

  今回の補正は、第 31 号議案の国民健康保険の傷病手当金の支給における条例改正に対応

するものでありまして、吉田町国民健康保険条例の一部改正の専決処分に合わせ、令和２年

４月 30 日に地方自治法第 179 条第１項の規定に基づき専決処分をさせていただきましたの

で、同条第３項の規定により御報告をさせていただき、合わせて御承認をお願いするもので

ございます。 

  別冊となっております令和２年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の

１ページを御覧いただきたいと存じます。 

  第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 138 万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27 億 2,405 万 2,000 円としたものでございます。 

  また、第２項にありますとおり、款項の区分、当該区分ごとの金額、補正後の歳入歳出予

算の金額につきましては、２ページの第１表、歳入歳出予算補正のとおりとしたものでござ

います。 

  引き続き、その詳細について御説明をさせていただきます。 

  別冊の令和２年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に関する説明書の

２ページを御覧いただきたいと存じます。 

  歳入の４款県支出金は 138 万円の増額でございます。 

  第 31 号議案の吉田町国民健康保険条例の一部改正で御説明しましたとおり、新型コロナ

ウイルス感染症に係る傷病手当金の支給において、保険者が支給した場合、特別調整交付金

で全額が措置されることから歳出に対応した 138 万円を増額したものでございます。 

  次に、３ページの歳出、２款保険給付費は 138 万円の増額でございます。 

  新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に対応するため、国から示された基準

に基づき算出をしました 138 万円を増額したものでございます。 

  以上が、令和２年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）についての内容

でございます。 

  以上が、令和２年４月 30 日に専決処分をさせていただきました町民課関係の３議案の内

容でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（増田剛士君） 以上で、上程議案の説明が終わりました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎報告第３号の報告 

○議長（増田剛士君） 日程第９、法令に基づく報告を行います。 
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  第３号報告 専決処分事項の報告について（和解及びこれに伴う損害賠償額を決定するこ

とについて）報告を行います。 

  総務課長、久保田明美君。 

〔総務課長 久保田明美君登壇〕 

○総務課長（久保田明美君） 総務課でございます。 

  総務課からは、１件の報告事項につきまして御説明申し上げます。 

  第３号報告は、専決処分事項の報告について（和解及びこれに伴う損害賠償額を決定する

ことについて）でございます。 

  議案書の 15 ページ及び 16 ページを御覧いただきたいと存じます。 

  本報告は、地方自治法第 180 条第１項の規定により専決処分した事項につきまして同法同

条第２項の規定に基づき、議会に御報告させていただくものでございます。 

  今般、御報告させていただく専決処分した事項は、物損事故による損害賠償の額を定める

ことに係る事案の１件でございます。 

  議案書の 16 ページを御覧ください。 

  本事案は、本年４月 25 日に専決処分したものでございます。 

  相手方は御覧の方でございます。 

  事故の概要につきましては、本年４月 10 日、午後１時 45 分頃、吉田町川尻地内において

職員が草刈り機で除草作業をしていたところ、小石が飛び隣接する町道大幡川尻２号線を走

行中の乗用車のフロントガラスを破損させたものでございます。 

  和解の内容でございますが、損害金額は 12 万 2,420 円、過失割合は町が 100％、相手方

が０％でございます。 

  損害賠償の額でございますが、12 万 2,420 円でございます。 

  この損害賠償の額につきましては、全国町村会総合賠償補償保険の適用となり、保険から

全額負担されるものでございます。 

  なお、今回の除草作業中の事故を受けての今後の対策といたしましては、従前から実施し

ている作業員に対しての研修、作業時の安全点検については引き続き実施するとともに、作

業現場の交通の状況に細心の注意を図り、事故の発生が予見される場合については作業を一

時中断するなどして事故防止に努めてまいります。 

  以上が、総務課からの報告事項１件の御説明でございます。 

○議長（増田剛士君） 報告が終わりました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  休憩中に全員協議会を開催いたしますので、議員及び当局の皆さんは第２会議室にお集ま

りください。 

  再開は全員協議会終了後といたします。 

 

休憩 午後 ２時１３分 

 

再開 午後 ３時２０分 

 

○議長（増田剛士君） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 
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  ただいまの出席議員数は 13 名です。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３１号の質疑、討論、採決 

○議長（増田剛士君） 日程第３、第 31 号議案 専決処分事項の承認を求めることについて

（吉田町国民健康保険条例の一部を改正する条例について）を議題といたします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑につきましては、数値や説明を受けた内容などについて、確認の質問とならないよう

お願いします。 

  また、発言は簡潔明瞭に審議する議題に関すること以外の質疑にまで至らないよう、御協

力をお願いします。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３２号の質疑、討論、採決 

○議長（増田剛士君） 日程第４、第 32 号議案 専決処分事項の承認を求めることについて

（吉田町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について）を議題といたしま

す。 

  これから質疑をお願います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３３号の質疑、討論、採決 

○議長（増田剛士君） 日程第５、第 33 号議案 専決処分事項の承認を求めることについて

（令和２年度吉田町一般会計補正予算（第２号）について）を議題とします。 

  これから、第 33 号議案についての質疑を行います。 

  質疑は、最初に歳入全体についての質疑を行います。引き続き、歳出は款別に質疑を行い

たいと思います。 

  初めに、歳入全体についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  次に、歳出に入ります。 

  ７款商工費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  次に、本議案の質疑を終結したいと思いますが、まだ疑義があるようでしたら全体にわた

り特に質疑を許可いたします。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  以上で第 33 号議案についての質疑を終わります。 

  これから、第 33 号議案について討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３４号の質疑、討論、採決 

○議長（増田剛士君） 日程第６、第 34 号議案 専決処分事項の承認を求めることについて

（令和２年度吉田町一般会計補正予算（第３号）について）を議題といたします。 

  これから、第 34 号議案についての質疑を行います。 

  質疑は、最初に歳入全体についての質疑を行います。引き続き、歳出は款別に質疑を行い

たいと思います。 

  初めに、歳入全体についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  次に、歳出に入ります。 

  ２款総務費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  次に、３款民生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  次に、本議案の質疑を終結したいと思いますが、まだ疑義があるようでしたら全体にわた

り特に質疑を許可します。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  以上で第 34 議案についての質疑を終わります。 

  これから、第 34 号議案について討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（増田剛士君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３５号の質疑、討論、採決 

○議長（増田剛士君） 日程第７、第 35 号議案 専決処分事項の承認を求めることについて

（令和２年度吉田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について）を議題といた

します。 

  これから、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第３６号の質疑、討論、採決 

○議長（増田剛士君） 日程第８、第 36 号議案 令和２年吉田町一般会計補正予算（第４

号）についてを議題とします。 

  これから、第 36 号議案についての質疑を行います。 

  質疑は、最初に歳入全体についての質疑を行います。引き続き、歳出は款別に質疑を行い

たいと思います。 

  初めに、歳入全体についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  次に、歳出に入ります。 

  ３款民生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  次に、４款衛生費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  次に、７款商工費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番、平野 積君。 

○５番（平野 積君） 商工業振興費で 1,100 万、これは商工会が主体となって動くプレミア

ム付商品券に対して 3,000 円を 2,000 円で売ると、それの 50％を補助するということなん

ですけれども、それでいけば 1,000 万と事務費が 100 万になるわけですが、これは換金費に

対してそれが少なければ出費も少なくなる、事務費も少なければ少なくなる、1,100 万丸々

お渡しするわけではないと思うんですが、その辺は約束はできているんでしょうか。 

○議長（増田剛士君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  今回の補助事業につきましては、商工業振興事業費補助金交付要綱にのっとって実施をし

ていきます。 

  補助の対象といたしまして、商品券発行事業のうち商品券発行事務に要する経費、あと割

り増し金ということでございます。それに対して 10 分の 10 ということでありますので、商

品券の発行事務に係った分だけ、例えば印刷費であるとかそういったものに補助金を交付す

るということになります。 

  以上です。 

○議長（増田剛士君） ５番、平野 積君。 

○５番（平野 積君） 今回の趣旨は、新型コロナで困っている小規模の町内のお店とかそう

いったものを救っていこうということで、スーパーとかは除外するということだと思うんで

すけれども、商工会が主体になってやるということに対して、小規模のお店を助けるという

ことでいけば、吉田町そのものもやっぱり協力してそこの購買力を上げていくというような

ことがあれば、少しは町の方々も潤うと思うんですけれども、吉田町として何かそのプレミ

アムの推進するようなことは考えていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（増田剛士君） 産業課長、中山孝宏君。 

○産業課長（中山孝宏君） 産業課でございます。 

  今回、町の補助金として 3,000 万円の商品券の総額、発行します。そういった中で、

2,000 円は購入者の方が支払って、1,000 円が町の補助ということで 1,000 円のプレミアム

をつけるということで進めております。そこが一つ、町の事業といいますか補助に関しての

目玉ではないかということで考えます。 

  当然、町といたしましても協力できることは商工会に協力していくということで考えてい

ます。販売場所、今、検討している中で、学習ホールの駐車場とかということもあるもので

すから、そういったことも町として協力できるものをしていくというふうに考えておりま

す。 
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  以上です。 

○議長（増田剛士君） ５番、平野 積君。 

○５番（平野 積君） 心配しているのは、前回の消費税が上がったときのプレミアム付商品

券が対象者の３割ぐらいしか購入していないということが心配なんです。やっぱり救ってい

こうとするわけですから、皆さんしっかり買って利用してくださいということを、商工会も

やるんでしょうけれども町としてもそれを促進するような案というのは必要なんじゃないか

なと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（増田剛士君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  今回、このプレミアム付商品券の話があったときに、これ今回やるときは商工会と町とい

ろいろ打ち合わせをさせていただきました。そうした中で、商工会としましては、やはり小

規模の店舗が非常に今経営が厳しくなっていると、まずそこをやってみたいということの中

で、このプレミアム付商品券のお話をさせていただきました。その話が出てきました。 

  そこで、町としましても、先ほどの商品券の関係ありましたけれども、前回とかは 4,000

円で 5,000 円だったと思います。もう少し買いやすい、求めやすいという中で、やはりお金

を動かさなきゃいけないということの中で、今回、2,000 円で 3,000 円の券ということで、

お買い求めやすいということの中で今回させていただいています。 

  そうしたことでプレミアムの率を高めるというのも、町としましてもそこを一緒にやって

補助していきましょうということで行っていまして、今後、町としましても、この商品券は

一緒になって皆さんのほうに広めていくというところの広報も合わせて行ってまいりますの

で、今回、商工会がやっているからそこに補助金ではなくて、一緒に今回コロナ対策という

ことの中で商工会と町と一緒に協調して行う事業だということで御理解をいただければとい

うふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（増田剛士君） ５番、平野 積君。 

○５番（平野 積君） これも確認になってしまうかもしれないんですけれども、例えば商工

会が３割ぐらい負担してくれないかと、例えばもっとやれよと、５割負担するというような

状況で５割になったんですか。 

○議長（増田剛士君） 企画課長、谷澤智秀君。 

○企画課長（谷澤智秀君） 企画課でございます。 

  すみません、私ども予算のほうの関係やっていたものですから、そうした中で、うちとし

ましては極力インパクトがあるということの中でプレミアム感ということで、お互いからそ

うした意見が出たという、どちらが安いとかというのではなくて同じような共通した考え方

の下に事業が実施されるものというふうに理解しております。 

  以上でございます。 

○議長（増田剛士君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） これで質疑を終結いたします。 

  次に、14 款予備費についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  次に、本議案の質疑を終結したいと思いますが、まだ疑義があるようでしたら全般にわた

り特に質疑を許可します。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 質疑なしと認めます。 

  以上で第 36 号議案についての質疑を終わります。 

  これから、第 36 号議案について討論を行います。 

  発言は許可の後、登壇して行うようお願いします。 

  反対討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 討論なしと認めます。 

  採決に入ります。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（増田剛士君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本案は原案のとおり可決承認されました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎町長挨拶 

○議長（増田剛士君） 以上で、令和２年第３回吉田町議会臨時会の全ての日程が終了まし

た。 

  閉会に当たり、町長から御挨拶をいただきます。 

  町長、田村典彦君。 

〔町長 田村典彦君登壇〕 

○町長（田村典彦君） 議員の皆様には、午前、午後と本当に貴重な時間を割いて、午前中の

皆さんに対する御報告から懇談と、午後は議案でございますけれども、本当にいろいろと御

苦労かけました。ありがとうございました。 

  皆さん御承知だと思いますけれども、基本的に令和２年というのはどういう年になるかわ

かりませんけれども、緊急事態宣言が出ようが出まいが全く関係ないです。ワクチンが発見

されるまではずっとこの状態が続きます。はっきり言って、本当に我慢して我慢して日々を

暮らさなきゃならないと、そういうことがこれから我々の前に立ちはだかります。 

  各国首脳はこのコロナについて様々なところで演説等をしております。 

  私の感じた中で一番優れた演説をしたのはドイツの首相メルケルだと思っています。メル

ケルは次のように言っております。一番重要なことは時間を稼ぐことであると。感染者が出

たり、それから感染して死亡したりする人がなるたけでないように、ワクチンが、また治療
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薬が発見されるまではいかにして時間を稼ぐかと、これがいわば我々に課せられた使命であ

ると、こんなふうに申されています。 

  本当につらい日々が続きますけれども、ぜひとも議員の皆様も我々もそうでございますけ

れども、この町が沈み込まないように、今回のプレミアム付商品券でございますけれども、

いかにして下支えをするかと、一番大事なところでございますので、皆様も 10 万円が出ま

すのでぜひとも町の振興のために頑張っていただきたいと思っております。 

  本日はどうもありがとうございました。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎議長挨拶 

○議長（増田剛士君） 本臨時会におきましては、予定された議事が終了し、無事閉会の運び

となりました。 

  これも、議員各位の終始、極めて真剣な御審議によるものと、心から厚く御礼申します。 

 

────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（増田剛士君） これで、令和２年第３回吉田町議会臨時会を閉会といたします。 

  御協力ありがとうございました。 

 

閉会 午後 ３時３８分 

 

 


